
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
制
度
の
手
続
等

一

認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
が
熱
回
収
施
設
に
お
い
て
行
う
処
分
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
四
及
び
第
七
条

の
三
関
係
）

二

認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
熱
回
収
施
設
に
お
い
て
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
当
該
熱

回
収
施
設
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
当
該
熱
回
収
施
設
を
再
開
し
た
と
き
、
又
は
当
該
熱
回

収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
五
及
び
第
七
条
の
四
関
係
）

三

二
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
指
定
都
市
の
長
等
が
行
う
こ
と
と
し
、
二
の

規
定
中
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
の
長
等
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
の
長
等
に
適
用
が
あ
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
二
項
関
係
）

第
二

大
臣
認
定
制
度
の
規
定
の
整
備

環
境
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
に
係
る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
及
び
休
廃
止
等
を
す
る
場
合
の
認
定
及
び
届
出
に



係
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
七
か
ら
第
五
条
の
十
二
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
条
の
五
か
ら
第
七
条
の

十
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
関
係
）

第
三

輸
入
対
象
の
拡
大
に
伴
う
委
託
基
準
等
の
変
更

一

輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
は
、
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
も
の
と
し
て
許
可
を
受
け

て
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
に
限
り
、
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
及
び

第
六
条
の
六
関
係
）

二

輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
は
、
委
託
契
約
書
に
そ
の
旨
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
及
び
第
六
条
の
六
関
係
）

第
四

帳
簿
の
備
え
付
け
を
要
す
る
事
業
者
の
追
加

帳
簿
の
備
え
付
け
を
要
す
る
事
業
者
に
、
そ
の
事
業
場
の
外
に
お
い
て
自
ら
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う

事
業
者
等
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
四
関
係
）

第
五

廃
石
綿
等
の
埋
立
処
分
基
準
の
強
化

一

廃
石
綿
等
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
固
型
化
、
薬
剤
に
よ
る
安
定
化
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る



措
置
を
講
じ
た
後
、
耐
水
性
の
材
料
で
二
重
に
こ
ん
包
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
五
第
一

項
関
係
）

二

廃
石
綿
等
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
埋
め
立
て
る
廃
石
綿
等
が
埋
立
地
の
外
に
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ

う
に
、
そ
の
表
面
を
土
砂
で
覆
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
五
第
一
項
関
係
）

第
六

産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
の
更
新
期
間

産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
の
更
新
期
間
は
、
許
可
の
更
新
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
従
前
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い

て
事
業
の
一
部
又
は
全
部
の
停
止
の
命
令
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
許
可
に
係
る
事
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力

及
び
実
績
を
有
す
る
者
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
七
年
と
し
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ

い
て
は
五
年
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
九
及
び
第
六
条
の
十
一
か
ら
第
六
条
の
十
三
ま
で
関
係
）

第
七

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
の
合
理
化

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
（
都
道
府
県
内
の
一
の
指
定
都
市
の
長
等
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
お
い
て
業
と
し
て
行

お
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
及
び
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
を
行
う
区
域
に
お
い
て
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
産
業

廃
棄
物
の
収
集
運
搬
に
係
る
許
可
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
並
び
に
当
該
許
可
に
係
る
変
更
の
許
可
、
届
出
の
受
理
、
命



令
、
許
可
の
取
消
し
及
び
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
指
定
都
市
の
長
等
に
権
限
が
委
任
さ
れ
な

い
事
務
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
一
項
関
係
）

第
八

施
行
期
日
等

一

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
）


